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特
集

イ
ベ
ン
ト
情
報

キ
ラ
リ
健
康
ナ
ビ

子
育
て
ひ
ろ
ば

ま
な
び
す
と

図
書
室
通
信

暮
ら
し
の
情
報

広報とよやま　令和8年1月号
暮らしの情報

個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収

を
推
進
中

　
愛
知
県
と
県
内
す
べ
て
の
市
町
村
で
は
、

個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収（
給
与
天
引
き
）の

適
正
実
施
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。現
在
、従

業
員
の
個
人
住
民
税
が
普
通
徴
収
と
な
っ
て

い
る
事
業
所
に
つ
い
て
は
、令
和
８
年
度
分

以
降
、特
別
徴
収
へ
の
切
り
替
え
を
お
願
い

し
ま
す
。

▼
特
別
徴
収
と
は

　
事
業
主（
給
与
支
払
者
）が
、所
得
税
の
源

泉
徴
収
と
同
様
に
、毎
月
従
業
員
に
支
払
う

給
与
か
ら
個
人
住
民
税
を
天
引
き
し
、納
入

し
て
い
た
だ
く
制
度
で
す
。法
令
の
規
定
に

よ
り
、給
与
支
払
者
は
、対
象
と
な
る
全
て
の

従
業
員
に
つ
い
て
個
人
住
民
税
を
特
別
徴
収

し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

▼
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
方

　
前
年
中
に
給
与
の
支
払
い
を
受
け
、か
つ

当
年
の
４
月
１
日
に
給
与
の
支
払
い
を
受
け

て
い
る
従
業
員（
パ
ー
ト
、ア
ル
バ
イ
ト
を
含

み
ま
す
。）

▼
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
ら
な
い
方

・
退
職
者（
退
職
予
定
者
を
含
み
ま
す
。）

・
給
与
が
毎
月
支
給
さ
れ
て
い
な
い
方

・
給
与
支
払
額
が
少
な
く
、特
別
徴
収
で
き

な
い
方

・
２
つ
以
上
の
事
業
所
か
ら
給
与
の
支
払
い

を
受
け
、他
の
事
業
所
で
特
別
徴
収
が
行

わ
れ
て
い
る
方

・
給
与
受
給
者
数
が
２
名
以
下
の
事
業
所
に

お
勤
め
の
方

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　
豊
山
町
商
工
会
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・
３
８
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０　
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
ま

ち
づ
く
り
推
進
グ
ル
ー
プ 　
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要
介
護
認
定
者
の
所
得
控
除

　
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
は
、確
定

申
告
に
よ
り
次
の
所
得
控
除
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

▼
障
害
者
控
除

　
所
得
税
の
申
告
な
ど
で
障
害
者
控
除
を
受

け
る
場
合
に
は
、「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定

書
」が
必
要
で
す
。

　
令
和
７
年
12
月
31
日
を
基
準
日
と
し
て
、

65
歳
以
上
で
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方

に
、町
か
ら
１
月
下
旬
頃
に
認
定
書
を
送
付

し
ま
す
。

　
な
お
、基
準
日
前
に
亡
く
な
ら
れ
た
方
に

つ
い
て
も
、対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、お
問
い
合
わ
せ
の
上
、役
場
１
階
３
番

窓
口
保
険
課
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
お
む
つ
代
に
係
る
医
療
費
控
除

　
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
が
次
の
書

類
を
添
付
す
る
か
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、お

む
つ
代
に
係
る
費
用
の
医
療
費
控
除
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①
お
む
つ
使
用
確
認
書

　
要
介
護
認
定
申
請
時
の
介
護
保
険
主
治
医

意
見
書
で「
寝
た
き
り
状
態
に
あ
る
こ
と
」、

「
尿
失
禁
の
発
生
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
」が

確
認
で
き
る
方
に
交
付
し
ま
す
。必
要
な
方

は
役
場
１
階
３
番
窓
口
保
険
課
へ
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

名
古
屋
西
税
務
署
か
ら
の

お
知
ら
せ

▼
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
で
ご
自
宅
か
ら
確
定
申
告

　
令
和
７
年
分
の
確
定
申
告
は
、ス
マ
ホ
と

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
た「
ご
自

宅
等
か
ら
の
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
申
告
」を
是
非
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
て
ｅ
‐

Ｔ
ａ
ｘ
で
申
告
す
る
際
、マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル

と
連
携
す
る
こ
と
に
よ
り
、給
与
所
得
や
公

的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
、医
療
費
等
の
情

報
が
自
動
入
力
さ
れ
る
た
め
、よ
り
簡
単
・

便
利
に
手
続
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
給

与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
は
、お
勤
め
先
か
ら

税
務
署
に
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
等
で
提
出
さ
れ
た
場

合
に
連
携
対
象
と
な
り
ま
す
。）

▼
税
務
署
で
の
申
告
相
談
に
は
事
前
予
約
が
必
要
で
す

　
１
月
５
日（
月
）か
ら
２
月
13
日（
金
）ま
で

の
間
、税
務
署
で
の
申
告
相
談
の
受
付
は
、

事
前
予
約
に
よ
り
行
っ
て
お
り
、当
日
の
受

付
枠
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、ご
理
解
、ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

　
事
前
予
約
の
方
法
は
、オ
ン
ラ
イ
ン
と
電

話
が
基
本
と
な
り
ま
す
。オ
ン
ラ
イ
ン
事
前

予
約
は
、Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ア
プ
リ
で
予
約
を
行
う

こ
と
が
で
き
、事
前
に
国
税
庁
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公

式
ア
カ
ウ
ン
ト
を
友
だ
ち
追
加
し
て
い
た
だ

く
と
、予
約
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

　
な
お
、電
話
は
繋
が
り
に
く
い
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、オ
ン
ラ
イ
ン
事
前
予
約
が
便

利
で
す
。

▼
問
合
せ　
名
古
屋
西
税
務
署
個
人
課
税
部
門

　
　

 

０
５
２
・
５
２
１
・
８
２
５
７

償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る

方
は
申
告
が
必
要
で
す

固
定
資
産
税
は
土
地
や
家
屋
の
ほ
か
に
事

業
用
の
資
産（
償
却
資
産
）に
つ
い
て
も
課
税

の
対
象
に
な
り
ま
す
。１
月
１
日
現
在
で
、町

内
に
事
業
用
の
資
産（
舗
装
路
面
・
フ
ェ
ン

ス
な
ど
の
構
築
物
、器
具
や
備
品
、機
械
や

装
置
な
ど
の
資
産
）を
所
有
さ
れ
て
い
る
個
人

ま
た
は
法
人
の
方
は
、償
却
資
産
の
申
告
が

必
要
で
す
。期
限
ま
で
に
町
へ
申
告
書
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。新
た
に
償
却
資
産
を
取

得
さ
れ
た
方
な
ど
で
、申
告
書
や
申
告
の
手

引
き
が
必
要
な
方
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。地
方
税
ポ
ー

タ
ル
シ
ス
テ
ム（
eエ

ル
タ
ッ
ク
ス

L
T
A
X
）で
電
子
申
告

を
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。詳
し
く
は

e
L
T
A
X
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

▼
提
出
期
限　
２
月
２
日（
月
）当
日
消
印
有
効

▼
提
出
方
法　
持
参
、郵
送
ま
た
は
e
L
T
A
X

▼
問
合
せ　
税
務
課
課
税
グ
ル
ー
プ　
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自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税
は

４
月
１
日
が
賦
課
期
日

　
自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税
は
、賦
課
期
日
で
あ

る
４
月
１
日
現
在
に
お
い
て
、車
検
証
に
記
載
の

所
有
者（
割
賦
販
売
に
よ
り
自
動
車
を
購
入
さ
れ

た
場
合
は
買
主
）に
課
税
さ
れ
ま
す
。車
検
切
れ
な

ど
で
廃
車
に
す
る
と
き
や
、名
義
変
更
を
す
る
と

き
は
、３
月
末
ま
で
に
手
続
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、自
動
車
の
登
録
・
廃
車
な
ど
の
手

続
を
自
動
車
販
売
業
者
な
ど
に
依
頼
す
る
方

は
、手
続
が
確
実
に
行
わ
れ
て
い
る
か
を
自

動
車
販
売
業
者
な
ど
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
登
録・廃
車
の
問
合
せ

▽
普
通
自
動
車
、小
型
自
動
車
、１
２
５
㏄

を
超
え
る
オ
ー
ト
バ
イ

　
愛
知
運
輸
支
局
小
牧
自
動
車
検
査
登
録
事

　
務
所　
　
０
５
０
・
５
５
４
０
・
２
０
４
８

▽
軽
自
動
車（
四
輪
・
三
輪
）

　
軽
自
動
車
検
査
協
会
愛
知
主
管
事
務
所
小

　
牧
支
所　
　
０
５
０
・
３
８
１
６
・
１
７
７
３

▽
１
２
５
㏄
以
下
の
原
付
バ
イ
ク
、小
型
特

種
自
動
車

　
豊
山
町
税
務
課
課
税
グ
ル
ー
プ
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▼
税
金
の
問
合
せ

▽
自
動
車
税
種
別
割

愛
知
県
名
古
屋
北
部
県
税
事
務
所
課
税
第

二
課　
自
動
車
税
グ
ル
ー
プ

　

 

０
５
２
・
５
３
１
・
６
３
０
５（
ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
）

▽
軽
自
動
車
税
種
別
割

豊
山
町
税
務
課
課
税
グ
ル
ー
プ　
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給
与
支
払
報
告
書
の
ご
提
出
を

　
事
業
主
の
方
は
、令
和
７
年
１
月
１
日
か

ら
令
和
7
年
12
月
31
日
ま
で
に
支
払
っ
た
給

与
、賞
与
を
記
載
し
た
給
与
支
払
報
告
書
を
、

従
業
員
が
令
和
８
年
１
月
１
日
に
居
住
す
る

各
市
区
町
村
へ
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

▼
提
出
対
象
と
な
る
従
業
員

　
正
規
社
員
、パ
ー
ト
、ア
ル
バ
イ
ト
、日
雇

い
含
む
全
て
の
方（
令
和
７
年
中
に
退
職

し
た
方
を
含
み
ま
す
。）

▼
提
出
期
限　
２
月
２
日（
月
）必
着

※
な
る
べ
く
１
月
20
日
頃
ま
で
に
提
出
を
お

願
い
し
ま
す
。

▼
給
与
支
払
報
告
書
様
式
の
配
布

　
必
要
な
方
は
役
場
1
階
4
番
窓
口
税
務
課

に
て
配
布
し
て
お
り
ま
す
。

▼
提
出
方
法

　
持
参
、郵
送
の
ほ
か
、地
方
税
ポ
ー
タ
ル
シ
ス

テ
ム（
ｅエ

ル

タ

ッ

ク

ス

Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
）を
利
用
し
て
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
か
ら
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、ホ
ー
ム
ペ
ー

　
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　
税
務
課
課
税

　
グ
ル
ー
プ
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申告書や申
告の手引

きはこちら
（固定資産
税に関する
書類）から
ダウンロー
ドができま

す。

地方税ポー
タルシステ
ム eLTAX

（エルタッ
クス）ホー
ムページは

こちら

e
エルタックス

LTAX
公式サイト

国税庁
LINE 公式アカウント

マイナンバーカードを
利用した e-Tax の方法は、

こちらを参照


